
資料３

エネルギー特別会計の見直しについて



平成14年12月５日

　市場の活力を生かす経済的政策手段の　
　　　　　積極的導入に向けて　　　　　
（エネルギー特別会計の見直しと温暖化対策税）

環境省



地球温暖化問題と京都議定書

１

地球温暖化問題

○人類の生存基盤を揺るがす問題

・過去50年の温暖化
　は人間活動に起因

２１世紀末の予測

・地球の平均気温が最大５．８℃
　上昇

・平均海面水位が最大８８㎝上昇

・豪雨、渇水など異常気象が増加

・すでに脆弱な生態
　系に影響

予測

・４０㎝の海面上昇で、世界の　
　浸水被害が７千５百万人～２億
　人増加

・途上国の農業生産等に大きな　
　悪影響

・生態系の破壊、伝染病の北上

・大規模な異常気象による金融・
　保険サービスの年当たり経済　
　損失　1950年代：39億US＄年　
　→/1990年代：400億US＄/年

※ＩＰＣＣ第３次報告書評価報告書より

京都議定書

○　地球環境の枠の中で、人類が持
　続的に発展していくことを保障し
　ようとする新たな発想に基づく国
　際約束。

○　温室効果ガスの具体的削減のた
　めの唯一の国際的な枠組み。

○　先進国全体で、2008年～2012年
　に1990年比約５％の温室効果ガス

　排出量を削減。

○　我が国の目標は６％削減。

○　明年半ばに発効の可能性。

気候変動

影響

対策

・対策技術の大きな進展を触発。

・経済合理的な対策でコスト低減可能。

・制度・技術・社会面の一体的取組が肝要。

気候変動枠組条約

○　気候系に対し危険な影響を及ぼ
　さない水準で温室効果ガスの濃度
　上昇を止めることを目的に、世界
　が取り組む。



●2000年度の総排出量は、基準年総排出量比約約88％増％増
●６％削減約束を達成するためには、2000年度から
　約約1414％相当分の排出削減％相当分の排出削減が必要
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京都議定書約束

1,159百万ﾄﾝ

基準年
総排出量

1,233百万ﾄﾝ

2000年度
総排出量

1,332百万ﾄﾝ

2008～2012年度（平均）
目標排出量

地球温暖化対策推進
大綱（2002年３月）（注）

により一層の排出削減
対策を推進

地球温暖化対策推進地球温暖化対策推進
大綱（大綱（20022002年３月）（注）年３月）（注）

により一層の排出削減により一層の排出削減
対策を推進対策を推進

6%6%

8%8%

●総排出量のうち9割以上を占める二酸化炭素は、

　部門別にみると以下のとおり。
　　　＜産業部門＞　　　＜産業部門＞19901990年度比＋年度比＋0.9%0.9%
　　　＜民生部門＞　　　＜民生部門＞19901990年度比＋年度比＋21.3%21.3%
　　　＜運輸部門＞　　　＜運輸部門＞19901990年度比＋年度比＋20.6%20.6%
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495百 万ｔ

民 生 部 門

256百 万ｔ

産 業 部 門

318百 万ｔ

運 輸 部 門

490百 万ｔ

212百 万ｔ

263百 万ｔ

(前年度比▲0.2%)

(前年度比＋2.9%)

(前年度比▲2.1%)

わが国の温室効果ガス排出量の状況

(1990年)

２
（注）京都議定書が発効した後には、温暖化対策推進法に基づく「京都議定書目標達成計画」を改めて策定予定。



ステップ・バイ・ステップのアプローチ

第３ステップ

2008年～2012年

（第１約束期間）

第２ステップ

2005年～2007年

第１ステップ

2002年～2004年

第１ステップから講じる施策

評価見直し

評価見直し

第２ステップから講じる施策

第３ステップから講じる施策

６％削減約束の確実な達成６％削減約束の確実な達成６％削減約束の確実な達成

「地球温暖化対策推進大綱」（地球温暖化対策推進本部決定、2002年３月）

温暖化国内対策の進め方

Ø 地球温暖化対策推進本部は、

2004年、2007年に新大綱の内容を

評価し見直す。

Ø この際、新大綱の前提とした各種

経済フレーム等についても必要に

応じて総合的に評価・見直しを行っ

た上で、柔軟に対策・施策の見直

しを行う。

大綱の評価・見直し

　　　・　規制

　　　・　自主的取組

　　　・　助成措置

３

100種類以上の対策・施策



地球温暖化問題への経済合理的な対応～税制等の経済的措置の有効活用

４

第１ステップ（2002～2004年）

○既存のエネルギー関連税制、特別会計の　
　グリーン化を推進する。

第１ステッ
プの取組の
評価・見直
し

○2004年の評価・見直しは、今回の石油特別
　会計のグリーン化を含め、あらゆる施策・
　事業を対象。

○必要とされた場合には、温暖化対策を主目
　的とする温暖化対策税の導入など、追加的
　な政策を展開。

第２ステップ（2005～2007年）

エネルギー特別会計の見直し（石炭課税、税率の上方調
整、省エネ・代エネの歳出強化）　　

※中央環境審議会の地球温暖化対策税制専門委員会
　の中間報告（平成14年６月）による。

☆環境省による事業の提案

○エネルギー起源ＣＯ２の排出抑制に役立つ省エネ・代エネ事業を
　行う地方公共団体に対して、メニュー方式で各種の事業を支援。

○エネルギー起源ＣＯ２の排出削減に資する新しい技術開発の促進。

○地方公共団体、都道府県センター、推進員、地域協議会などと連
　携した、省エネ・代エネ普及啓発の草の根レベルでの全国展開。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○費用効果的なＣＯ2排出抑制手法である京都メカニズムを活用し

　た省エネ・代エネ事業の国際的展開　　　　　　　　　　　　等

（検討中）

※中央環境審議会
　地球温暖化対策
　税制専門委員会
　における検討　
　（平成13年10月
　以来10回開催。）

温暖化
対策税

・温室効果ガスの排出源に環境
　の観点から公平に幅広く課税。

・税収の使途も幅広い分野の中
　での優良な温暖化対策（これ
　までの対策の強化に加え、以
　下を視野に入れて広く支援）。

　　－CO2以外の温室効果ガスも含め

　　　た排出抑制対策

　　－都市改造や吸収源対策

・政府の収支差を改善するため
　の狭い意味での増税でなく、
　税収を積極的に対策のための
　投資等へ還流（環境投資促　
　進措置）。

石油税も含め、
対象とする。

エネルギー政策の観点からの見直しであり、温暖化対策
税とは目的、性格、内容が全く異なる。



エネルギーを巡る情勢の変化

２ ． 天 然 ガ ス シ フ ト の 加 速 化

　 　 　 　

１．歳出の大胆なグリーン化

４ ． 原 子 力 を 中 心 と し た 長 期 固 定 電 源 へ 支 援 の 重 点 化

３．アジア諸国と連携したセキュリティ対策の構築

１．石　油　税　の　見　直　し　　　　　　　

２ ． 電 源 開 発 促 進 税 の 見 直 し 　

＊長期固定電源への支援に重点化。

　電源開発促進税について所要の減税を実施。

（発電用途の新エネルギー関連施策の多くを石特会

計で一元的に実施）

＊今回の政策見直し（エネルギー起源CO2排出抑制
策の抜本的拡充、セキュリティ対策強化等）を踏ま
え、「負担の公平」を図る観点から負担構造を組み
替え。

　－石炭を新たに課税対象に追加
　－各燃料の税負担能力や負担格差、燃料の
　　性質等をエネルギー政策の観点から勘案し
　　つつ税率調整

※性格や内容が、CO2排出抑制を主目的とする環
境税とは異なるもの。環境税は、第２ステップに向
けた検討課題。

１． 温 暖 化 防 止 の た め の 取 り 組 み 強 化 の 必 要
性（エネルギー消費国としての責務）

＊本年６月京都議定書締結。ヨハネスブルグ・サミッ
トで早期発効努力を宣言。

＊我が国の温室効果ガスの９割はエネルギー起
源。２０００年度のｴﾈﾙｷ゙ｰ起源 CO2排出量は９

０年度比＋１０％。

＊地球温暖化対策大綱の第１ステップでの取り組
みの強化が不可欠。

＊原油輸入の中東依存度は９割近くまで上昇。

＊アジア諸国の中東石油への依存度も上昇。

＊流動的な中東情勢に鑑み、多面的な資源外交
と共に、供給源の多角化が必要。

政 策 ・ 歳 出 構 造 の 見 直 し 歳 入 構 造 （ 税 制 ） の 見 直 し

２．セキュリティ戦略再構築の必要性

３．電力分野における「自由化の推進」と「原子
力 発 電 の 推 進 」 と の 両 立 の 必 要 性

＊産業界の天然ガスへの燃料転換支援

＊天然ガス利用技術（ＧＴＬ／ＤＭＥ）の開発加速（2006年実用
化を目指し、我が国の技術優位を確保）

＊我が国周辺海域におけるメタンハイドレート（我が国の天然ガ
ス消費の100年分が賦存の可能性）の開発促進

＊パイプラインによる天然ガスの調達・流通（例サハリン）＊エネルギーコスト低減に向け、電力・ガスの自由
化を推進。

＊原子力発電は、セキュリティおよびCO2削減の両

面から推進が必須。

＊巨額かつ投資回収期間の長い電源への投資が
進まなくなるおそれ。

＊アジアのエネルギーセキュリティ包括協力（石油備蓄制度の整備の
ための政策対話、セキュリティ戦略の調査研究協力）の推進等

＊石油備蓄の効率化及びＬＰＧ国家備蓄（４０日分目標、１７年度から
順次ガス注入）の推進

＊原子力安全対策の抜本的強化（安全審査・保安体制の強化等）

＊自由化の制度設計の中で原子力への優先的配慮

＊原子力等の長期固定電源への支援の重点化、立地から運転時
にも重点を置いた支援への転換（kwからkwhにも着目）

★省エネルギー・新エネルギー対策等の抜本的拡充による
エネルギー起源CO2の排出抑制

　

　約１,０００億円の既存予算の削減（既存研究
開発予算の見直し、石油公団関係予算の削減
等）により右記の対策へ重点化

＜ 既 存 予 算 の 徹 底 的 見 直 し ＞

中 東 の 埋 蔵 量 シ ェ ア 　 　 　 　 天 然 ガ ス ３ 割 、 石 油 約 ７ 割
C O 2 排 出 割 合 　 　 　 石 炭 ： 石 油 ： 天 然 ガ ス ＝ ５ ： ４ ： ３

【エネルギー需要者の負担への配慮から以下を検討】

　　－段階的な実施
　　－原料用石炭の取扱い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

※今回の取組みを含めて、2004年に地球温暖化対策推進法に基づいた見直しが行われることとなっている。

＊新エネルギー（燃料電池、太陽光発電等）導入促進
＊省エネルギー対策
＊京都メカニズム対策

経済産業省と環境省が連携して推進

（石油特別会計の共管化）

エネルギー政策の見直しについて
平成１４年１１月１５日
平 沼 大 臣 提 出 資 料
鈴 木 大 臣 提 出 資 料

５





★　第一ステップの取組として環境省が提唱していた特定財源のグリーン化を以下により実現する。

　●　今回の歳入構造の見直しは、エネルギー税制のグリーン化であり、 CO2排出抑制を主たる目的とした「環境税」とは、全く性格や内容を異にするもの。

　　○　エネルギー政策の一手段たるエネルギー税制の枠内の改善なので、①特別会計の目的規定は変更しない、②歳入面の見直しについては、 柱となる

　　　エネルギーとなり、負担能力もあり、特会による対策の受益者ともなる石炭にも新たに課税。もって、歳入はグリーン化。　

　●　歳出構造の見直しに当たっては、環境省の行うエネルギー起源のCO2排出抑制に役立つエネルギー関連施策を、石油特会においても環境省が担当。　

　　経済産業省も省エネ・代エネへの歳出を充実強化。

　　○　環境省は歳出需要に応じた十分な執行額の確保を目指す。財務省要求や執行に関し、 環境省と経済産業省はそれぞれの担当分において、各々行う。

　　　（環境省分について、初年度６０億円、平年度数百億円規模。）

　●　エネルギー政策と環境政策が両省の幅広い連携の下でますます効果的に展開されていくことに資するべく、両省担当局長クラスからなる　「エネルギー　
　　政策・環境政策連携会議」を設置。
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大
臣
、
経
産
大
臣
と
共
に
共
管
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経済産業省が行う事業

環境省が行う事業
○エネルギー起源ＣＯ２の排出抑制に役立つ省エネ・代エネ事業を行う地
　方公共団体に対して、メニュー方式で各種の事業を支援

○エネルギー起源ＣＯ２の排出削減に資する新しい技術開発の促進

○地方公共団体、都道府県センター、推進員、地域協議会などと連携した、
　省エネ・代エネ普及啓発の草の根レベルでの全国展開

○費用効果的なＣＯ２排出抑制手法である京都メカニズムを活用した省エ
　ネ・代エネ事業の国際的展開　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

エネルギー特別会計への環境省の参画について

歳入
（経産大
臣と協議
しつつ、
その変更
等を提案）

歳出
（石油特
会の事業
について、
経済省と
共管）

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
・
環
境
政
策
連
携
会
議

連
　
　
携

★　第二ステップに向け検討中の「環境税」については、2004年のレビューに基づきその導入を判断。今回の石油税見直しはこれを妨げるものではなく、温暖化
　　法等に基づき2004年に行われる検討では、特会を含めて、関連するすべての施策や政策の見直しを行う。

７

省エネ・代エネ
対策（エネル
ギー起源CO2
排出抑制に役
立つエネルギー
関連施策の強
力な展開）

エネルギーセ
キュリティ対策



環境と経済とが両立する社会への改革のための税の活用

８

温暖化対策税を活用する多くの利点

○すべての人々に対策の動機づけを行う。

○環境への負荷に応じた負担。

○対策をする場合の技術の選択は自由。
経済合理性

○税収の使途については、専ら環境の観点に立ち、
　幅広い分野から優秀な対策を支援。

　分野横断的　
な戦略性

・
省
エ
ネ
型
製
品
等
の
世
界
標
準
づ
く
り
　
等

・
環
境
ビ
ジ
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ス
の
比
較
優
位
の
強
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・
環
境
と
経
済
が
両
立
し
、
持
続
的
に
発
展
す
る
新
し
い
国
家
モ
デ
ル

（参考）自動車税制のグリーン化

○平13.4、自動車税のグリーン化創設。
　※　排出ガス、燃費に関して性能の良い自動車について　
　　自動車税を軽減し、環境負荷の大きい自動車について　
　　重くする制度。

○これを受けて、低公害車･低燃費車　
の普及が急拡大。

※国土交通省登録データによる。

保 有 台 数 平 1 2 平 1 3

5 0 , 5 6 6 7 4 , 2 5 6

( 4 6 . 8 % 増 )

5 6 9 , 1 7 0 2 , 0 8 1 , 3 7 9

( 2 6 5 . 6 % 増 )

ハイブリッド
自 動 車 ( 台 )

低 燃 費 か つ
低 排 出 ガ ス
認 定 車 ( 台 )

国民総参加

　公平性



９

環境省としての温暖化対策税の基本的考え方

歳
出

課税の対象

歳
入

税率＝税収規模

課税段階

税収使途

その他

税額がCO2（換算）排出量に比例するようになる形で、すべての化石燃料（石炭、石油、天然ガス）又は
CO2排出、その他の温室効果ガスに課税することが基本。

温暖化対策支援に必要な規模の資金の財源に充てるために「目的税的な税」とすることがまず考えら
れる。

上流課税（蔵出し段階）と下流課税（末端の小売り段階）の２通りあるが効率的に税収を確保しつつ、
実際にCO2を排出する者に対しても、価格インセンティブ効果を及ぼしうるように配慮を加えることが
望ましい。

幅広い分野の優れた温暖化対策を支援する財源に充当

※　例：民生対策（燃料電池の大量普及、バイオ燃料の普及）などのCO2排出抑制対策、その他６ガス全部の排出抑制対策、

都市改造、吸収源（森林）対策、革新技術の実用化・普及など

・自主協定制度や国内排出量取引制度等とのポリシーミックスを活用することを検討

・追加的対策が必要ない（努力している）部門・業界等についてはなんらかの還付・減免措置を検討

（平成14年10月28日中央環境審議会地球温暖化対策税制専門委員会における提出資料から作成。）
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（参考）「エネルギー政策の見直しと同政策における環境配慮の抜本的強化について」　
　　（経済産業省、環境省の連名文書（平成１４年１１月１５日）のポイント）

１．基本認識

○　エネルギー起源CO2排出量は当初の予想をはるかに超える水準。地球温暖化対策推進大綱に示された第１ステップの取組の果たす役割が非常に重要。

○　環境省では、この第１ステップの取組の一環として、環境に関連する特別会計制度のグリーン化を呼びかけ。

○　経済産業省は、環境省の呼びかけも踏まえ、第１ステップの取組みを強化すべくエネルギー特別会計の歳出・歳入の思い切ったグリーン化を行うこととし、
　エネルギー起源CO2の排出削減に向けて環境省と共同で取り組む決意を表明。

○　その検討結果は以下に掲げるとおり。今後、関係方面の御理解を得るべく努力。

２．石油特別会計における対応

(1)歳出について

○　石特会計における「歳出のグリーン化」をより一層強力に推進。エネルギー使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に役立つエネルギー関連施策を、新たに環境
　省も参加した上で、強力に展開。

○　石特法上、経済産業大臣とともに新たに共管大臣として環境大臣を位置づけ、環境省が行う施策も本会計で予算措置。

○　環境省は、同省分の事業として、現在、二酸化炭素排出量の増加の著しい民生部門（家庭・オフィスビル）等で有効な対策技術の大幅導入を地域に密着し
　て行う事業等の施策を行うべく作業を進めている。環境省は、来年度について、数十億円規模の執行額を目指す。

(2)歳入について

○　受益を受けるエネルギー消費者が公平に負担する形となるよう、負担構造の組み替え。具体的には、石炭にも新たに課税するとともに、エネルギー政策の
　観点から総合的に勘案しつつ税率調整。

○　このことにより、「歳入のグリーン化」を図る。

○　CO2排出抑制を主たる目的とした「環境税」とは、全く性格や内容を異にするもの。「環境税」は、ステップ・バイ・ステップのアプローチに沿って、他の
　手法との比較を行いながら、引き続き総合的に検討されるべき。

○　石油税の税率見直しについて関係方面の理解を得るに際しては、将来における税率変更を含めて、両省が協議の上でこれを行うこととする。

３．エネルギー政策・環境政策の連携等

○　エネルギー施策と環境施策が両省の幅広い連携の下でますます効果的に展開されていくことに資するべく、両省は、担当局長クラスから構成される「エネ
　ルギー政策・環境政策連携会議」を設置。

○　今回の石特の見直し、石炭等に対する課税の段階的な施行の仕組みを含め、ステップ・バイ・ステップのアプローチに基づく第２ステップ以降の地球温暖
　化対策推進大綱の見直しや、施行後の地球温暖化対策推進法に基づき行われる検討に当たっては、あらゆる対策・施策の進捗状況・排出状況等を総合的に評
　価。








